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秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
九
号

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
等

（
秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
特
別
地
域
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

（
特
別
地
域
内
に
お
け
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
七
条

条
例
第
十
五
条
第
六
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

第
十
七
条

条
例
第
十
五
条
第
六
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
九
の
二
十
七

略

一
～
二
十
九
の
二
十
七

略

二
十
九
の
二
十
八

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

二
十
九
の
二
十
八

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け

た
者
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旅
客
不
定
期
航
路
事
業

た
者
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
定
期

の
許
可
を
受
け
た
者
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
不

航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

定
期
航
路
事
業
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規

り
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者

定
に
よ
り
貨
物
専
用
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
が
当
該
事
業
を

が
当
該
事
業
を

営
む
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

営
む
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
十
九
の
二
十
九
～
三
十
一

略

二
十
九
の
二
十
九
～
三
十
一

略

（
秋
田
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前
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（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
）

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
）

第
十
八
条

条
例
第
十
五
条
第
十
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

第
十
八
条

条
例
第
十
五
条
第
十
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

略

一
～
十

略

十
一

道
路
、
広
場
、
田
、
畑
、
牧
場
及
び
宅
地
以
外
の
地
域
の
う
ち
知
事

十
一

道
路
、
広
場
、
田
、
畑
、
牧
場
及
び
宅
地
以
外
の
地
域
の
う
ち
知
事

が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
車
馬
若
し
く
は
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は

が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
車
馬
若
し
く
は
動
力
船
を
使
用
し
、
又
は

航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
～
ト

略

イ
～
ト

略

チ

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
条
第
一

チ

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
、
同

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
許
可

法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
又
は

を
受
け
た
者
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
不
定
期

同
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受

航
路
事
業
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定

け
た
者

に
よ
り
貨
物
専
用
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
が
当
該
事
業
を

が
当
該
事
業
を

営
む
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

営
む
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。

リ

略

リ

略

十
二
・
十
三

略

十
二
・
十
三

略

（
秋
田
県
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
の
形
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

秋
田
県
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
の
形
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
旅
客
車
両
等
）

（
旅
客
車
両
等
）

第
四
条

条
例
第
二
条
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
鉄
道
の
車
両
、
自
動
車
等

第
四
条

条
例
第
二
条
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
鉄
道
の
車
両
、
自
動
車
等

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項

三

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
及
び
同
項
に
規
定
す
る
対
外
旅
客

に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
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定
期
航
路
事
業
（
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
、
特
定
の
範
囲
の
人
の
運
送

を
す
る
も
の
並
び
に
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
者
及
び
日
本
の
法
令
に
よ
り

設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
以
外
の
者
が
営
む
も
の
を
除
く
。
）
の

の

用
に
供
す
る
旅
客
船

用
に
供
す
る
旅
客
船

附

則

こ
の
規
則
は
、
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。


